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 みなさん、こんにちは One Asia Lawyers Group

（Focus Law Asia LLC）です。今回は皆さんの生活に

影響を与える可能性のあるシンガポールの新しい法

律、「小売店舗用賃貸借契約法（Lease Agreement for 

Retail Premises Bill））」をご紹介したいと思います。 

 

 皆さんがシンガポールに住み始めて、初めて目に

する契約書の一つが、賃貸借契約書（ Lease 

Agreement）であると思います。そして、その契約書

の長さと日本とは大きく異なるその内容に驚かれた

のではないでしょうか。 

 まず、賃貸借に関する法律の考え方が、日本とシ

ンガポールではそもそも異なっています。日本では「借地借家法」という法律があり、この法律

によりテナントの権利が手厚く保護されています。例えば、テナントがオーナーに正当な事由な

く契約の更新を拒絶された場合、借地借家法 28 条に基づき、オーナーの不当な更新拒絶は認め

られないとされています。日本においては、（定期借地・借家ではない限り）更新することはテ

ナントの権利であり、よりテナントを保護した法律の仕組みになっています。また、（定期借地・

借家ではない限り）基本的にテナントから事前に通知をすれば途中解約も認められており、契約

期間の途中でも解約が可能となっています。 

 他方、シンガポールでは、オーナーとテナントの権利関係を定める借地借家法のようなテナン

トを保護する規定はなく、コモン・ローの法域であることから賃貸借契約書の文言が重視されま

す。そして、契約書に記載があれば、オーナーに相当有利であってもその契約に従わざるを得ま

せん。一般的に、契約締結時にはオーナーが交渉上有利な立場にあることが多く、結果として、

オーナーに相当有利な内容で契約せざるを得ないことも多いのが現状です。皆さんも、シンガポ

ールにおいて賃貸借契約を更新したいと思っても、オーナーの都合で更新が拒絶されたり、賃料

の増額を受け容れざるを得ない状況、途中解約が認められず途中解約をしたところ残期間分の

賃料を請求されそうになったなどの状況を経験された方もいらっしゃるかもしれません。 

 

 このようなオーナーに有利過ぎる状況を解消すべく、Fair Tenancy Industry Committee (FTIC)1と

いう機関が、「小売店舗の賃貸借契約に関する行動規範」（Code of Conduct of Leasing of Retail 

Premises in Singapore）2を作成していました。この規範は、小売店の賃貸借契約の交渉時におけ

るオーナーとテナントの公平性を確保することや、両者が長期的かつ有益な関係を継続させる

 
1 https://www.ftic.org.sg/  
2  https://www.ftic.org.sg/code-of-conduct-version-3-draft/ 

https://www.ftic.org.sg/
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ことを目的としています。なお、この規範は、あくまでも小売店の賃貸借契約のみを対象として

おり、通常の居住用の賃貸借は対象にしていません。また、これ自体は法律ではなく、契約をす

る当事者間の不均衡なパワーバランスを解消するための指針に過ぎないため、法的義務は発生

していませんでした。 

 この点、2023年 7月 4日、Lease Agreements for Retail Premises Bill（小売店舗用賃貸借契約法、

以下、「本法案」）がシンガポール国会に提出されました。本法案は上記の行動規範の遵守を義務

付ける法律となっており、2024 年の 2 月から施行される予定であると発表されています。予定

通りに進むと、2024 年 2 月からシンガポールにおける飲食店やジムなどを含む小売店舗で、賃

貸借契約が 1年以上であれば本規範に従わなければならないこととなります。そのため、以前は

従うかどうか当事者に委ねられていた行動規範も、2024 年 2 月から義務としてオーナーとテナ

ントは従わなければならなくなります。今まで法律では保護されていなかったテナントの権利

が、本法案の成立によって守られることになります。 

 

 今回は、日本とシンガポールの賃貸借契約の相違点と、シンガポールにおいて新たに成立した

小売店舗に関する賃貸借契約法の成立についてご紹介しました。次回は本法が具体的にどのよ

うなケースで適用されるのかご説明いたします。 

 

◆ One Asia Lawyers  ◆ 
「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアドバ

イスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Group は、日本・

ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各

地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legal までお願いし
ます。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メンバーファー

ムの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当グループ・メンバ

ーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している

場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 
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※本稿は、シンガポールの週刊 SingaLife（シンガライフ）において掲載中の「シンガポール法律コラ

ム」のために著者が執筆した記事を、ニューズレターの形式にまとめたものとなります。 
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